
チーム医療を提供するものと考える。柑8については、「看護師として、状態を勘案し   

て当日の実施について意見する」ということが現実的に行われているものと考える。こ   

れが、「実施不可」という多職種への指示という形態ではないと理解している。状態の   

変化については、その勤務状況から看護師が十分な把握をしていることは、現実的な状   

況だと理解しているので、その情矧こ基づいて、各職種の専門性から判断すべきと考え   

る。199、200、20】、202についても、上記の198と同様の考えから、看護師から依頼  

（指示）されるものではなく、患者（対象者）と家族の状態に鑑み、各職種の専門性を   

活かして総合的に判断されるべきものと考える。  

○患者の立場に立った医療の安全・安心性の観点から個々の業務分担■チーム医療である   

必要があると思われる。特に医師と看経師で回答が大きく異なる項目＜検査：評価の実   

施・決定＞、＜呼吸：調節の判断・スケジュールの作成等＞、＜処置二ほぼ同一回答項   

目が多い＞、看護師と医師の回答が一致している＜日常生活関係二間始と解除の判断＞、   

＜薬剤＝選択・使用等＞、＜その他＞、特に評価の実施・判断・決定項目については医   

師・看往師の養成課程からも再度検討が必要である。また、その他の項目でリハビリテ   

ーション関連においては、サービスを利用する患者や関連職種の連携の観点からも適正   

な判断ができる環境が重要である。  

ことは重要と考える。看護の業務範囲から外すことで業務を分担した場合に、どの職種  

が行うのか、どのような連携で実施していくのかの議論が必要。業務分担が進むことで  

業務の鞄囲を限定してしまうと、本来の連携がどこまで保証されるのかが逆に心配であ  

るさこの業務は我々の業務ではないという視点は連携を閲害する園子になると思う。  

Q3 チーム医療の推進の観点から、医師・書護師と分担■連携することができる業務（今   

後実施が可能と考えられる業務を含む。）等について御記入ください。  

○チーム医療の推進としては、他職種との業務分業を論点とするのではなく、業務はオー   

バーラップすることを前提にして、看護師しかできない業務項目の有無を議論するほう   

が建設的と考える。  

OQlでも記載したが、地域生活者の維持（生活）期における投薬・処置等の医療行為に   

関しては診断権、処方権も含め、看護師に可能な限り業務移譲すべきであると考える。   

さらには、介護福祉士も含む他の医療専門職にもー定積度の医療行為を認める方向と   

し、可能な限り臨機応変に利用者の状態変化に初期対応ができる仕経みづくりが望まれ   

る。  

○患者の利益につながることを主眼におけば、医師を中心とするチーム全員が揃っていな   

い状況、すなわち、在宅医療、介護、夜間帯の対応などの場面においては、現場の当事   

者が判断し処置しなければならないため、基準を定めて業務分担を検討してはどうかと   

考える。例二臨時薬の選択・使用、日常生活関係  

○精神科の急性期～亜急性期に病棟に入って作業療法を行っているが、集団や場を作ると   

きに看護師と連携できるとよいと思っている。入院患者にとって、看護師は常に第一番   

目のサポーターであり、このような視点でリハビリテーションヘの導入をアシストして   

いただけるととてもありがたいし、何より患者の安心感・安全感につながる。  

○医療を必要とする人への最大限の配慮と効果を望める上で、合理的・経済的に最良の分   

担を目指してほしい。今回のアンケートで、看護業務の幅広さと意見の多様性は確認で   

きたが、業務を分担委譲するとして、あまりに細目を増やすと必ず現場の混乱と医療ミ   

スにつながると思う。例えば、薬剤の使用について、00剤は分担可、00剤は医師の   

みという方向になると、看護にも患者にも誤解や不安が蔓延するのではないだろうか。   

大きく業務をくくりなおして、地織種にも患者や家族にも説明と納得がしやすい分担と   

業務の連携を望みたい。  

O「チーム医療を推進する観点から」という質問にもかかわらず、「医師・看護師と分担・   

連携」だけを質問すること自体が理解できない。rチーム医療」という観点であれば、   

全ての職種の専門性を統合した上で、「分担・連携」という考え方に立脚すべきと考え   

る。  

○全体的な印象として「依頼」という表現を用いているが、「指示する・指示される」と  いう指示権の問がれいの 
題含まてるで、この結果だけで検討が進むことには大きな危惧   

を待つ。rチーム医療」という立場では、各職種がその専門性に鑑み、同等の立場で専   

門性を活用できるようなチームの中での連携・協働関係を構築することが重要であると   

考える。もちろん、施設の状況やその場面での状況によって詳細は異なるが、安全・安   

心なサービスの提供ということからは、医師・看護師の分担・連携だけでは難しいと考   

える。特に、医師不足という状況から、看護師がその一部の業務を委譲されるという現  

Q2 書護業務実態臍査の結果（別紙p，5）  で、現在■技師が行っている業務・行為のう  

ち、雷護師以外の職種による実施が適当との回答があった兼務・行為について、どのよ  

うにお寺えですか。  

○患者の利益につながることを主判別こおいて、  ①看護師が実施するのが望ましい業務、②   

看護師以外の職種も分担して実施するほうが望ましい業務、③他職種による実施が望ま   

しい業務、に分けて検討すべきと考える。これによると、「7，看護記録等の入力」は、   

①の看護師が実施することが望ましい業務であるが、それを除いた全ての項目で、②の   

看護師以外の職種も分担して実施するほうが望ましいと考える。理由は、チームで患者   

の情報（状態像）を把握し対応する医療を適切に推進する上でそれが重要だからである。  

○‾見現状と希望の％のみを比較すると1、2、5、8の業務が現状よりも大幅に他職種に   

よる実施を望んでいると読み取れるが、もともと看護師の9割が実施しているという美   

希がこの中では7しかない。次点は6、10で、それ以外は、現状でも他職種が行ってい   

る割合のほうが高い。これでは、r現在看護師が行っている業務・行為のうち」とは言   

えないアンケートになっていると愁じた。また、他職種が行うことで捻出できた時間を   

何に充てたいと望んでいるかが最も気になる。日々時間に追われる中、看護師が本来行   

いたいどんな業務を捻出するためにこう答えたのか、というつながりを示した上でのア   

ンケート結果が知りたい。そこで捻出したい業務には、アンケートト4ページ（医療   

行為）の中に含まれないもの（生活に関する面接や看護診断等）があって然るべきだと   

考える。  

○調査に回答しているのは看護師だと思われるが、Ql同様、このような項目だけを取り   

上げて看護師に質問すること自体が不適当と考える。看護記矧こついては、専門職種と   

して記錆が義務づけられている以上は他職種が代行するものではない。その他の設問に   

ついては、多職種の専門性に鑑み、看護師だけが行う業務とせずに、その施設の現状や   

その場面での状況により適材と協働という観点から、本来は多職種すべてがその行為を   

行うことができることを前提に、チームの機能として業務を分担すべきと考える。  

○専門職が本来の実務に専念できる環境は、患者にとって有益であり業務を分担していく  在の検討の進め方は、看護師自体も不足、地域的な偏りがある中で、  ますますその傾向   
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が大きくなることも危惧される。このような「業務分担」という名目上の業務独占や業   

務拡大の検討ではなく、各専門職種がさまざまな重複できる業務内容を検討し、その施   

設やその状況、また患者（対象者）とその家族に応じた関わる職種の中で、チーム医療   

を提供する際の「リーダー」のあり方を検討すべきと考える。  

○互いの専門性と業務を分担する場合当然ながらオーバーラップしてくる部分を見極め   

てお〈必要があるも医師の業務・看護の業務・理学療法士／作業療法士／言語聴覚士の業   

務等どの程度養成教育の中で互いの職種について理解できているか。また、チーム医療   

の観点からも個々の専門性を見直す必要があると考える。  

回答様式  

団体冬 牒  

Ql 看護業務実態調査の結果（別紙p．1～4）で、今後、看護師が実施可能と回答があ   

った業務・行為について、どのようにお考えですか。  

要旨  

O 「薬剤の選択・使用jの設問に関して、丁寧な説明がなされないままに調査が実施   

されたことは甚だ遺憾である。訴査に用いられた広義の薬剤群名では使用薬剤が特定   

されず、使用状況や治療内容も不明であるため、薬物治療や処置等の有効性・安全性   

が確保されないことが懸念される。  

○ 薬物治療の安全性確保の観点から、看護業務調査の結果だけに基づいて、今後、看   

護師による「薬剤の選択・使用」の範囲を拡大することには賛同いたしかねる。少な   

くとも、薬剤の取り扱いに関する看護業務の検討においては医師や薬剤師の意見を重   

視して議論する必要がある。  

○ 看護師自身による「薬剤の選択一使用」の実施可能率は高いと回答されている薬剤   

についても、投与禁忌・慎重授与の薬剤や重篤な有害反応も報告されている薬剤も含   

まれており、薬に関する高い専門的知識が求められるので、看護師による今後の業務   

範囲の拡大には慎重であるべきと考える。  

詳細   

別紙のとおリ  

Q2 看護業務実態調査の結果（別紙p．5）で、現在看護師が行っている業務・行為のう   

ち、看護師以外の職種による実施が適当との回答があった業務・行為について、どのよ   

うにお考えですか。  

／ノ  

要旨  

○ 調査項目について、薬剤に関する項目 r注射薬のミキシングJr持参薬整理や内服   

薬の分包などの管理」「配置薬（救急カート内の薬品を含む）点検と補充」は、質問   

内容が不明瞭である。従って、回答者のとらえ方が様々であると推測される。   

○ 設問設定について、「他職種による実施が適当と考えられる業務」について調査す   

るのであれば、各々の質問事項についてどのような鞋種を考えるのかについても問う  
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べきである。また、該当する他職種からの回答を求めたり、医療現場の現実として   

他職種との分担実施の可能性も調べるなど、丁寧な調査を実施すべきである。  

詳細   

別紙のとおり  

Ql（コ・；，針糾サ耳隠潤寮の結果（別紙p．1～4）で、今後、肴㈲痛が実施可籠と回答があっ  

た美綺・行．為について、どのようにお考えですか   

1、調′「方｛ムについて  

（りト辻は匠絡う」の甘休的な説明がなく、示す内容が不朝練であったと考・えられる。例え   

ば、「㌍様相守」なのか丹凍亜・テモ」であるのか、「悪ポーごとの指示（各．む首に圭施了・定   

の篭伸雄㍍’√を▲示した文．‡ミ11；・）」であるのか「≡▲∫三j！封母性バ⊃詰抽てぃグループ全休としての指   

示け㌣≠悠した詔雷ぐ美津プロトコルなど）」でを〉るかなどが考えられる∴結黒の媚招に昭   

しては、一周杏叫に「包拾的指示」を蚤1・困i7Jイメージとして理研する言紺こをつける必せが   

トったと巧■える。  

1た、Ⅷ挿叫虻択り一‡たノり」の設問に関して、丁率な，税理がなされない淀：たに都合が尖   

ノダ長され′′ニこと～丁と粧′ご墳撼て－hる㌧ ‖㈹凸に川いられた正成似・彗利椚守．で拍伎川基／軋小粋定   

され‾ま‾、一・と川■裾廿畑裾1日与容も・ト明で．¢）るため、一持物酢lい竹野㍗帥〕畑ル性・安全≠㌦   

碓帰され烏いことか一懸‘合される。  

（2）ミ‘・－二行ナぅの「′長施Lハ／j■ノミtりだけでなく「て施される：ミた挽」も．ミ‡㍍り‾るべさであったとろえ   

る。例えば、了1・戒壇！1に－1二るl虹行わの一片施に‡；㌔モして、以‾卜についてむ制作すべきで心った。  

・1「・．，酎袖による■ギ施の．，」きちたとぎさ三i■妬によろ裾わ‡三げ拷れ1i声があるか  

・i′一り∴かハ㌣障ぺり呵Ii二丈化されて柚陀烹たけ謹聴打直ぺ凝－されているか  

・j旨イこが’じ巌．され／l：′う、つた場．′？もそれが把裾でさる仕組みがあるか  

ユ．朋2f筈．1ilユしにノついて  

（1）「粟利か運ハ・硬骨」に御して、什適師による現れの‘お施・；・をl〉・隷刷司誉とfl・適粧回省で   

′ヒ】ぎミ・之守ろと、i一・怖回誉な拭・！i・として√牒再伸車・‡「川‡．練平Jl」で2．6情－い■ご1い浩一ヰこで，（i）る。   

こ～ノ）こと江、け一朝f2’トけが頼′ノ：したtrり合j、1上に丘㈲師＝々が黒地している軒肘怖が有る某  

†膨1・示している。宅た、明子．た3に示した張彿㈲‖け；におけるれ・ヱ．酎袖による現在の実施・i   

も、棋力伸一け宇におけるそれよりL釦甜11Jに低い傾向にふった。  

したかって、張物治妬の一正手沈l朝雄付）軋ギ．ミから、れ．針取持瀾膏の宗ぎーfリミだけに拭づいて、   

ノ「？を、鵜嘩紬こよる「薬剤び）i酎尺・圧仙の範糊を招こ大することには附r‡いたしかねる。   

少′亡くと畑匪葉ふ㌦相打け机、に阻十る石諸登用肌朋誹においては医師や基剤輌の首兄を  

・行場して講．i納‾る必′壁があると雪一える，，  

（ユ）「払輝再赴拭・律≠」と「i小吉（・甘利・薫睾相加狛粧漣の升1．32，〕1，1ヰ．15、1h．18）」に関し   

て、√・．，齢喜j」二王かリノ＝／）■上板・；・に1」いて回1伸一！誉と斤－㈲湘＝】誉とr【、に比雄・紺加◆り什りた」例   

えば、硝一㍍は」泄．，以上）のは、「15（－．下剤（生張も古む）の選択∵怯鼎」「16R．川†㌧彼硝  

Q3 チーム医療の推進の観点から、医師・看護師と分担・連携することができる業務（今   

後実施が可能と考えられる業務を含む。）等について御記入ください。  

要旨  

○ 日本病院薬剤師会は、チーム医療推進の観点から、専門性を有する薬剤師が業務を   

分担して連携・補完することで患者の状況に的確に対応した安全かつ有効な医療が提   

供できると考え、平成22年1月30日付の厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの   

協働・連携によるチーム医療の推進について」に基づき、別添この通りに「解釈と具   

体例」を示したところである。薬剤師は、薬物療法に関しては、すべてに責任を持っ   

て業務にあたる所存である。その際、現行法の下においては、別添2に示した薬物治   

療管理に関する各業務については、薬剤師が医師を始めチームのメンバーと十分な連   

携・協議の下に実施することは言うまでもない。  

○ 日本病院薬剤師会としては、これらの薬剤関連業務について「看護業務検討ワーキ   

ンググループ」だけで看護師一般あるいは特定看護師の業務拡大が議論されることは   

極めて追憶である。「薬剤の選択・使用」などの薬剤関連業務については「チーム医   

療推進方策ワーキンググループ」においても十分に議論されることをお願いしたい。   

さらに、看護師のみならず薬剤師についても業務範囲の更なる拡大について「チーム   

医療推進会議」の下で検討して頂きたい。  

詳細   

別紙のとおり  

【回答の提出および問い合わせ先】  

厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室：teamlnS軸hl軋gD．」p  

－1－  
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材（ドレッシング材）の掛障り製靴 の2項目であった。≡た、ポー諸姉による今緩の実   

巌可徳一蔓∧iが、；憲二紬可？iと丘識碑紳サ答ともに高かった（例えば、今？たは7け‰以上）のは、   

先の2項目もきぎ・て以下の5項＝であった。  

・15r，下剤（裏巫も羨む）のi塞拭・f・長持  

・159．黒酢棒材）通釈・沌用  

・1（17．外用薫勅題沸いり班1  

・川南．葎〃い堰粍号◆（ドレッシング材）のぜ根・沌朋  

・172．ネプライ▲－jヱ←の刷始、桂川粟漉の遵朝   

これらの5j・’ミ 一についてほ、丘㈲‘紬が．ぴ．什の生浩三ばを行う1二でヰ、一払・どなトゝ定理jのj要すぎこ・  

1・とj盲j」でgミーJると理科一でさる。－ ゾて、幣購剤ヾ・外用剤などには瀾脾神巨）描法・いやもぁり、   

卜利（里粟）や軋人畏について損料畑冊Hけ出品によるり戸クに‡ほか必1吏さである。   

したがって、丘㈲姉が今叛、これら小笠誹掃射瑚む成瀬に拡大できるように、基剤㈲亘，や  

11盲fのブ1】卜：コ／レ作成へmぢ頑はぴプロトコルーな‘1‘相和射嘲霊住む通じて－一‘心川里Lブ・む行う   

ことで、分担・連判拉・図ろことが－！r徳■で．¢）ろと彗■える。  

（1）「・勘甘／痛打ペ・吏頼－】と r頼／「（基剤・葉物浩埴聞沌）」に∋笹lして与餌）5項＝ろル1：き、以   

下に榊デた6項ヒ＝丁ヒ、7了・護蘭回誉におけろ存．㈲師に．1二る今滝山墨施ぺ瀾■トは・ミ‘ご；∴さ、つた（桝   

えば、ノ，、†キは70tシ1，1、ユl二）が、医師回誉と頻剤榊か‡苓（別添1）におけるれ・l，紳巨による今   

餃の烏巌再確★満とヰ，に事・i◆；jくなかった．，ニれらについては、肴逓師＝々によろ「妬頼り   

通津1・仲川】い〝項か－〔子た－く上く丁ヒFし二沃、とl‖1？；されている・渠斜について、を、、投り・1ナニ忌・i－か莱持   

リーの状牒八川丹㍍l：′j～i；一二反応イパ狛ヤさかている鷹剤≠合1れており、俵に†ジゝ卜j‾る，：■ご；い－き7篭…≡j  

l‘lく」加茂がノき、〃）られンご）〝）で、存減湘に上ろノト後ノ）芳雄範囲の掟ぺには煩巾で～く・－るべきと考   

える。  

・157i－＝圭：制机摘【ル痛頼いイい  

・158．1－‘卜￥ニ：！照一描粧揖裾糾刃細い川津  

・l（吊．≠伸上利けけ軒根・ナじ1  

・川Ⅰ‥止頼樟車力針Fいf－じ吊  

・摘2．粧甘紳ル掛沢十軋1）  

・16コ．僻勲紳ノ）通釈・1－と7き蒼   

なお、「ほ〕．ぎ‘ぎ己血粧胱碇端欄旬★畑ヒ については、匪廊回㌍は58．1‘冥，であるか、雛尻絢   

昭ぷ指牒Ⅰ∴象崇だを・まりたれ㈲姉川狛揖恒Iノニi！…jF勺ここなどの適切な描′メモの下で黒施するのでふ   

れば今後の牒新聞言出川冊と考えて）。  

昆 

エ岬  

にお考えですかり  

回？；：  

1．瀾寵方法について  

（1）誹＝圭境目について、J払帥こぎ￥ける埼目「注射郎のミキシング」「持ぢ吏津守iや内服薬の   

分包などのうて・空事り「配椚葉1牒．0，カートiメヨの粟晶を含む）点掩と油光」は質問内容が不明   

瞭である。従って、阿答考のとらえ方かち拍であると拙㈹される。  

（ユ）識骨ふ肯定について、拍購射利こよる美施が蘭りとキえられる筆軌 について．…も肇㍉り▲るの   

でfトれば、各々の一淵吊車測こついてどのような織紺を考えるのかについても問うべきで   

ある。また、，沌当する他職神からの帖－；を求めたり、終始現川の現睾として地租挿との   

分担圭施の可能粧も蘭べるなど、「車な－射沌リミ施すべきでぁる。  

2瀾存結果について  

（1）張榔こ憧j「j－ぞ）3洋l＝について「今彼の他職側によるり≦軋シ；左・当」とするポ′t㈲帥回答甘   

67－7t）りi，で－モ，）つ／こが、上に記した職住項軋l二の削弊があるため、こ跡結県の耶釈け困燕で   

トニ：），、  

（2）日ん痛1㍍粟剤舶↓が圭施した「◆糾銅紬腿頼」においては、別‘．ぞ云3の通りに訊け巨以H在   

朝‡分粕して診∵り‾る◆笑務l人けざて1・噂i確にしたとl坤時に、規〟及び今撞に1）いて Ⅷ抑制の   

みによか嵐軋術計一1」「作澱姉のみにl・l二；二）’エ‡旋が磯、㍉「虻灘樹・ポ・‖断れが分損して墨旭   

が適－！1」卜生卵－‡さ、れ一．聯油及び他鵜榊が分頼Lて一畑揖が凋㌣」馴㌔りうー，昔！祢津定とし／こ。こ   

け結果を雛㈲サ虻と、以一卜のようく事：ソJ■両件がろえぐ」れる。  

「注射歌枕ミキシング」については、「無撒！畏刹処理」匿うち「折悪性棚嗅剤」旺盛剤   

姉による■iご砲、「中心静脈’圭荘（TPNノ」頼粟剤蝋けり沌りた托葉剤柚せ斗兄として堅剤  

沌・行動帖こよか分机墨施、「その他〝）か汁勘は張剤如す甘心に彗剤㈲トr・‡齢両こ⊥る   

分村一悠施、－畑鱒蘭的満雄となる涌常の「投㌧岬机」は葉船価トrl・瀾価・履瞞沌による分   

昆‘i‡揖がキえられる。   

「持ぢ粟脛潮ぺや瀾ほの1〉包などの1‘ミ・理」については、棋沌戒照照」のうち巨畏品宰一・   

用法椚情など州私認」技亜剤陶枕’払晦または粟紳輔む中心として豪州持l】j・肴．一針舶こ．たる   

分J●l！■ぶ施、「締．諸に拭づく医師への亜張証面の根室や儀勃㈲灘照明りは儀灘削による墨施   

がキえらかる。「州！か紆ノ）分包」のうち「灘剤時の内職葉の分虻」十七化胡剤）」托葉剤   

師による尖施、「す手写基／」：どぴ）離郷斧みぴ）粟の小分けヤ分包」沈澱剤刺せ卑心に葉卸側卜   

存減酬・他職朋による分汀＝封kがろえられる  

r配～デJ粟（救急功一ト内の戌晶－i・含む）点種と紬尤」にづいてけ、「∴■、再と補充にかか   

ミ＝雄菜摘」は：勘佃かイー減帥・他組附こ、l二る分科半場、「点言≠†と柚允状泄）鵜3と∫邑・Ⅷ！」   

は粟利僻む中心に彗和知・丘㈲裾‥触紺附こよる分担※砧がろ▼えられる。  

・3－  －2－  
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回答様式  

ただし、以上は兢齢だけに域づく一つの解釈であり、現実には擁粍ごとに乳務の状闇  

や進め方は千澄万㌢ニ；jで持ぁる。粟凍雄と符牒厨との聞のみならず他j一紙稲への盟務招ぶⅠこ  

ついては、封舶聯柚吊）勘繕い隼畑ノているため損市な議論が必・要であると考える。  

一 社団法人 日本薬剤師会  

Ql 看経業務実態調査の結果（別紙p．1～4）で、今後、看泣師が実施可能と回答があっ   

た業務・行為について、どのようにお考えですか。   包囲楼1今   
生去魁榊」  

回■・ゝ  

（1）U樟吊一木肯伸雄∴H、ナー∴≦一石宣伸一隼の軌∴・二から、l廿里宜なイする葉掃出山∵b曾む分押   

して漣勘・紆－、こすろことで吏肴／）状7引こ仙招こけ応したノ友′てさかつ「j■■二んな圭一石れが㍑川でき   

ると巧’え、竹ノト㍑勺∴上り封J＝小ハり′＝川肘〃川畑拭虻由「き■用ゞスタッフ！ノ亘片帆・速   

肌に上るサームミ′▲・常雄哺側に／〕いて」にj、㌣づき、1煩．誉ユの東川に 岬帝比ハ≠明」むホ   

したとニノうでぁる、勘糾裾十、一押掛妬浩に聞しては、すべてにL■雄悠・イトブて業務に∃くi－た   

～：）丹テ／J・■で．li－ノユ．そ【／潤し、叛．イJ7ノミ〝’〕卜においては、別添1にホした・甘粕i畑甘ド理に‡町ナろ   

行■生絹に／ブいてけ、勘伸聴か匡両立Hじめチーム〟）メンバー と卜分砧・旗門・駄たの卜に   

圭施す亮こと（Tt∴うごi三でイ，ない√  

（2）鮎．盲こミ1が示す一▲1二うに 卜り主剤〝）掛机・仲川」甘び「嗅〃（鮎判・∫リヱ弓勿出〉㍍拙・吏）」にH牒   

緋神仏深く甘ハし⊂いろ－iニ†掛が．¢）々：）。l1木結荊■こ張相浦会としては、こjしレの張利昭凄圭   

手引こついて「イ7・…，堕羊緩粋．ご、！リーキンダブルーフ」だけでれ・ぅ．唾和上・娘心）るいけ鞘宣て－≡、齢！j   

〃甘捌杭小爪齢吊持帰ことはヰ姉′JてⅠ震撼である1）  

「粟剤の磯沸い－吏川」などの虻済‖榔亜美崩に／）いては「チームl項車椎氾ノバ琶ワーキン   

ググループ」において一レ十分に‖たぷiされることをお願いしたい【さ‘、ノに、rて・．塵「姉のみな   

トサ軋帥師こついてもt汚職泄甘■となる拡人について rチーム巨偵拙港∴読」巾イで棒  

．トJ‘してトり‘たいっ  

以上  

匪項骨．・閏刊’f冒の「・軋利の迅択・旭川」で対象としているのは、匹如の指示に兆づき∫夫l講欄伸雄  

刷した彗刹（すなわち、葉車汰上におけフ：J「調押！漬みの粟剤．1）であろことが前祝となるのは∴  

うまでもない。宅た、笹津月ル）使川■iノこ盲兄〃）碇い（たとえば、l隼行基の手！】書ま■門：が施一昔内で明文化さ  

れていろか、圭応の㍊緑・鯨㍊の什剤ハぺそれらを把捉できノ〇什糾みがル）るかノニ・7；）も考壷H‾ノユニ  

とが求めらわ亮ル、柁念／亡が仁）今レフlの調わでは、l叶誉署に刺し、必・■・ドし寸）そのノ∴（が】州附こ伝わっ  

ていなかった可了た性があるり  

そのた扉．－、「甘軸川勘尺イ抑】」における「投J‖一瓶刊の舶捌こ応じたや沃怖い廿「駄畔軋＝朝  

雄れ膏材机（／招†＝の乍頼で、「規／一三√一滴輌が■し揖している」とl・・け‡した′．if－i合が、医師にrL利一‡苓  

よりもポ，樹榊こよるii－浴皿闇うが大輔こ上いレっている瑚：し その王う′l：．乱晶〝）1貴い・ズレによる  

ヰ、〟）とも雄測できろ。した．・1、iって、′「l叶の誹け路1さ！1⊥だけをもって、1・，，（史料i〟）↑後〝）某緩備州の拡  

人を時雨・棚研していくことについては、」川‡に懸念が．¢）ると．ミ「わざるをキリない  

ただし、ノ′「後について「イ1・J†紺巾ド圭抽・小龍」と回苓が．¢）／1た叫ilゾ）う、し、医師おJび什減価に  

よろ回苓－－！｝しjr、√がとヰ，に」，■いく 、そして、lり丹荘燕朝帖余甘‰醐輌い直射 しで来｝ノ侵した／くイロッ  

ト；！．l・津川沌i妄りこかlニバ）い一様〃）帆JりがItiられるヰ）州こついては、√・沌怖がノ沖軋 て㍍射胤粧な適別に拙  

人していくことができるよう、貼刊榔が一ン加）性」リ・することで笑務分川・甘鵜な図っていくこと  

ができろものと考える。  

克た、とりか引一虹ぷ冊でぴバー膵（…に拭づくチーム匪鮪．の溝燕が求めちれカ朝出油川でヰ）、以⊥の  

一∴（セ踏まえ／こ＿l＿＿で、「也描的描ホ」の＝し′「と′封ト「と〃問で詔．識の削雛が′卜じないとう、～ンiご  

の笑†ノ‡二や11描こ〝）軋ト＝rう／1ニど∴Ll湖南亜の卑l州三と一位竹佃ル軋・∴用－1ニノ、れ・滝川〟）／㌢後び）業灯「屯‖l二】  

ぴ）拡人について旺情前に拙′己こする必一堤が．hろものとろえる．  

02 看護業務実態調査の結果（別紙p，5）で、現在看護師が行っている業務・行為のう   

ち、看護師以外の職種による実施が適当との回答があった業務・行為について、どの   

ようにお考えですか。   

前述のQlと同様、紆矧聞の前捉条件や硬朝潮怖が必ずしヰ、明椰でないこともあり、■斜回の調  

紆結果だけで判酔するのはiイ、腰だが、‡りこ舶境薫別帥余パイロ、ソト朝出叫眉目川津て分析した  

卜で、代車に附さ、ナすべきヰ）ので舟）ると考えく）′，  

こたた、†◆ホ車得紺帥ハみなl㌧‾ず戦場に」◆5けるナし－ム佐損甘保の摘点から、地域における医灘根朋≠  

初の中でも、粟剤酢による鮎臓腑車H緋用柁傭川したjけi肘‘；＝裡など、肘即勺ク満1うもが求められる  

場合が倍増飛槻以上に多くあることも十分勘椚‾べきであると与える。   

－ヰ■  
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